
            府中市小学校教員の職場復帰を勝ち取る会 

いよいよ裁判が始まります！ 
東京地裁第１回公判 

期日 4月 25日(火) 午前 10時 30分開廷 

場所 東京地裁立川支部  第 402法廷  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

事務局 

東京都教職員組合北多摩西支部内 

府中市小学校教員の職場復帰を勝ち取る会 

℡042-576-1161 

５年前に府中市の小学校に異動したＡさんは、誰

が担任しても難しい児童を数人抱えながら、必死に

一年間指導をしました。学年末には「来年もこのク

ラスでいたいね。」などと児童から声も上がるような

よいクラス経営をしました。 

ところが、翌々年、校長の判断で、「指導力不足教

員」として申請され、現在、Ａさんは子どもと切り

離されています。復帰が叶わなければと分限免職に

追い込まれます。 

３月に東京地裁立川支部に提訴しました。理不尽

な校長、市教委、都教委また研修センターの対応を

訴えます。裁判に勝利するためにはみなさんの支援

が必要です。是非、裁判を傍聴して本人を励ましま

しょう。 

傍聴席を支援者でいっぱいにしましょう。 



 


